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立地適正化計画の概要

資料３

１ 立地適正化計画とは？
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１.立地適正化計画制度の創設の背景（１）

「県庁所在都市」＝三大都市圏を除く、道県庁を有する市町村。

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所（平成25年3月推計）
（注）福島県は県全体での推計しか行われていないため、集計の対象外とした。

１.立地適正化計画制度の創設の背景（２）
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１.立地適正化計画制度の創設の背景（３）

まちづくり三法の改正(平成18年)
「都市計画法」 ・ 「中心市街地活性化法」 ・ 「大規模小売店舗立地法」

問題点

•人口減少・少子高齢化
•市街地の低密度化

都市の拡大成長 コンパクトシティの促進

目的

•既存ストックの有効活用
•都市機能の集約促進

１.立地適正化計画制度の創設の背景（４）

立地適正化計画制度の創設
都市再生特別措置法の一部改正（平成26年）による

より具体的な施策を推進するため

多くの市町村が

都市計画マスタープランにコンパクトシティを位置づけ

コンパクトシティという目標のみが示されるに留まっており

具体的な施策まで作成している都市は少ない

しかし
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１.具体的にはどうするの？

人口減少や高齢化により、拡散した低密度な市街地においては、

住民の生活を支える医療・福祉・商業などのサービスの提供や
地域活力の維持が困難になるおそれ

コンパクトなまちづくりを推進するため市町村が都市全体を見渡し

生活サービス機能と居住機能を誘導する区域を設定
拠点間を公共交通ネットワークで結ぶ

まちづくりの課題

１.立地適正化計画の基本的な考え方

 都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の立地、
公共交通の充実に関する包括的なマスタープランを作成

 民間の都市機能への投資や居住を効果的に誘導するための土俵づくり

出典：国土交通省
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１.立地適正化計画の位置づけ

総合計画

都市計画区域マスタープラン

都市計画マスタープラン

立 地 適 正 化 計 画

都市再生整備計画

中心市街地活性化基本計画

医療・福祉の具体的な事業 等

計画の位置づけ

重要な３つの検討

① まちづくりの方針

② 目指すべき都市の骨格構造と課題
解決のための施策・誘導方針

③ 居住誘導区域、都市機能誘導区域
及び誘導施設の設定と誘導施策

立地適正化計画に示す内容

１.コンパクト＋ネットワークで目指すもの
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１.立地適正化計画のイメージ（１）

都市機能誘導区域
医療や福祉・子育て・商業等の都市機能を集
約しサービスの効率的な提供を図る区域

（都市機能誘導区域は居住誘導区域の中に設
定し、誘導施設を設定）

居住誘導区域

生活サービスやコミュニティ
が持続的に確保されるように
居住を誘導すべき区域

出典：国土交通省

１.立地適正化計画のイメージ（２）

○都市の骨格構造（他都市事例：春日井市）

・拠点と基幹的公共交通軸の整理
→具体の区域設定（都市機能、居住）
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１.立地適正化計画のイメージ（３）

１.立地適正化計画のイメージ（４）
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１.立地適正化計画のポイント（１）

都市全体（マクロ）の分析
例〉人口や高齢化等の現状と推移、地域経済、財政状況

１. 課題の分析と抽出

関連する計画や関係部署の施策の整理

→関係施策と立地適正化計画が一体となって解決すべき共通の課題を抽出

課題の抽出の手順

地域別（ミクロ）の分析
例〉都市基盤、人口の現状及び将来見通し、都市が抱える課題

→最も懸念される課題とまちづくりの方針を想定

→最も懸念される課題とまちづくりの方針を確定

１.立地適正化計画のポイント（２）

2. まちづくりの方針
都市の活動（医療・福祉・子育て支援等）に関して

重要な機能を位置付け誘導をしていくために・・・

→これらの施策と立地適正化計画が一体となって解決すべき

都市が抱える課題 とまちづくりの方針 を設定・共有する必要がある

誰を対象に
例〉高齢者なのか子育て世代なのか

何を実現するか・変えるか
例〉健康な高齢者を増やす、子育て世代の生活利便性の向上

というレベルまで、対象と目的を明確化するよう検討することが重要
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１.立地適正化計画のポイント（３）

3. 誘導区域（都市機能・居住）の検討
まちづくりの方針にもとづいて、都市活動や居住の明確なエリアを

定め、そこに誘導していくことが必要

都市機能誘導区域
・徒歩等の移動手段を想定し、その回遊性など地域としての一体性

の観点から検討

居住誘導区域
・長期的な人口見通しを見据えつつ、都市機能誘導区域へのアクセス

性、区域内の人口密度、災害等に対する安全性の観点から検討

明確なエリア設定により、そこに都市機能と居住機能を
誘導し集約していくことで、持続可能な都市を目指します。

１.立地適正化計画のポイント（４）

4. 施策の検討
立地適正化計画も施策パッケージツールの一つとして、関係部

署が連携して共有した課題解決に取り組むよう検討を進めること

が重要

コンパクトシティ形成に向けた取組を、真に住民ニーズに即した

持続可能な取組とするために

民間の厳しい目で事業性を見極め、

身の丈にあった取組を進めることが重要
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１.立地適正化計画のポイント（５）

5. 目標効果
必要性・妥当性を市民等の関係者に客観的かつ定量的に提示

PDCAサイクルが適切に機能する計画とするため、計画の作成に

あたっては、

課題解決のための施策・誘導方針により目指す目標及び

目標達成により期待される効果を定量化

することが重要

１.立地適正化計画のポイント（６）

6. 関係施策との連携を図った計画
都市全体の観点から、様々な関係施策と連携を図り、それらの

関係施策との整合性や相乗効果等を考慮しつつ、総合的に検討

することが必要です。

出典：立地適正化計画作成の手引き（平成30年4月25日改訂）

企画政策課
土木課
生涯学習課

とよあけ創生
推進室

都市計画課
産業支援課

防災防犯対策室
下水道課

社会福祉課

健康長寿課

保育課
子育て支援課

農業政策課 環境課

都市計画課

学校教育課

企画政策課
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２ 豊明市の現状

2. 総合計画における目標人口

○総合計画では、71,000人（平成37年）をめざしている。
○H17,H22の国勢調査の実績値をもとに住基台帳からの変化率で推計

出典：第５次豊明市総合計画
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2. 人口の推計

○社人研の推計をベースに検討（2015までの実績値をもとに国調からの
変化率で推計） ⇒ 市全体で人口減少が進む

出典：国勢調査（～2015）、推計値は国立社会保障・人口問題研究所2018(H30)推計

2. 市街地の広がり

○ＤＩＤ面積が約９倍に拡大
○人口密度は近年増加傾向

出典：国勢調査 出典：国土数値情報
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2. 高齢化の進行

2015年高齢化率 2045年高齢化率

○各地域で高齢化が進むと推計

2. 豊明市のまちづくりの方向性・・・将来都市構造

出典：豊明市都市計画マスタープラン

＜将来都市像＞
市民のしあわせを支え続け、

未来に向かって活気と活力を生み出す都市

＜将来都市構造形成の基本的な考え方＞
◆前後駅及び市役所周辺において、多様な
都市機能の集積により拠点性を向上

◆その他の拠点では、地域特性に合った機
能の集積

◆安心・安全な居住環境を整える
◆日常生活のサービスの確保や既存の都
市基盤施設を活用し、歩いて暮らせる便
利で快適なまちづくりを推進

◆名鉄、名鉄バス、ひまわりバスを活かし、
市内外の結びつきや拠点間の連携を強化
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３ 立地適正化計画の作成

３．策定スケジュール

（1）現状と課題分析
①関連計画や他部局の施策等に関する整理

・関連計画の方針・施策の整理
・関連分野の計画・施策の整理

・各種基礎データの整理及び抽出
・人口の将来見通しに関する分析
・都市構造上の課題の分析

（2）方針の検討
①まちづくり方針の検討
②目指すべき都市の骨格構造と誘導方針の検討

（3）計画案の検討
①誘導区域等の検討

・都市機能誘導区域の検討
・居住誘導区域の検討
・公共交通軸の検討

（6）会議等運営支援
①立地適正化計画策定委員会 ①
②庁内作業部会 ① ②

12月 1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月

②現況及び将来見通しにおける都市構造上の課題の分析

豊明市立地適正化計画 策定スケジュール
平成 30 年度

平成３０年度
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３．策定スケジュール 平成３１年度

（3）計画案の検討
②誘導施策の検討

・都市機能誘導施策の検討
・居住誘導施策の検討
・居住誘導区域外の検討

（4）目標値の設定と評価方法の検討
①将来人口等の目標値設定
②施策の達成状況に関する評価方法の検討

・評価指標の検討
・現況値・目標値の設定
・進捗管理スケジュールの検討

（5）立地適正化計画（案）の作成
（6）会議等運営支援

①立地適正化計画策定委員会 ② ③ ④
②庁内作業部会 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
③住⺠説明会

 〇 都市計画審議会

４月 ５月 ６月
平成 31 年度 【参考】

11月 12月 1月 2月7月 8月 9月 10月 3月
豊明市立地適正化計画 策定スケジュール

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

立
地
適
正
化
計
画

の
と
り
ま
と
め

H30
・誘導区域
・公共交通軸

３．立地適正化計画策定委員会スケジュール・テーマ

日程 テーマ

30年度
（１回）

第1回（H3１年２月18日）
・立地適正化計画の概要について
・都市構造上の課題について
・基本的方針について

31年度
（３回）

第2回（H31年 ７月予定）
・目指す都市構造、誘導方針について
・誘導区域について
・誘導施策について

第3回（H31年 10月予定）

・目標値の設定について
・評価の方法について
・立地適正化計画（案）について
・住民説明会前の確認

第4回（H32年 １月予定）
・住民説明会、パブコメの結果報告
・立地適正化計画最終案の確認


